
港湾環境整備負担金対象工事の指定について

１ 負担対象工事

平成１９年度の負担金を徴収するにあたり、負担金条例第２条に定める

負担金の徴収対象に指定する工事は、次のとおりとする。

工 事 の 種 類 工事に要した費用 工 事 の 名 称

①

港湾環境整備施設（施設の

敷地を含む。） の建設

又は改良の工事

千円

１２１，５４６
・ 中川運河緑地整備

・ 船見緑地整備

②
港湾環境整備施設の維持の

工事
２９３，９９８

・ 港湾環境整備施設の維持

のための工事

③
港湾における漂流物の除去

等の工事
３６，５４９

・ 漂流物の除去及び処理の

ための工事

計 ４５２，０９３

（緑地整備箇所は、別図のとおり）



２ 負担割合

負担金の対象となる負担割合は、当該工事の種類、規模等を勘案し、

次のとおりとする。

工 事 の 種 類 工 事 の 名 称 負 担 割 合

①

港湾環境整備施設（施設の

敷地を含む。） の建設

又は改良の工事

・ 中川運河緑地整備

・ 船見緑地整備

1/4
1/2

②
港湾環境整備施設の維持の

工事

・ 港湾環境整備施設の維

持のための工事
1/2

③
港湾における漂流物の除去

等の工事

・ 漂流物の除去及び処理

のための工事
1/2



３ 工場又は事業場の総面積

負担対象工事に対する負担区域内の工場又は事業場の敷地面積の合計

は、次のとおりとする。

工 事 の 種 類 負 担 区 域 敷地面積の合計

①

港湾環境整備施設（施設

の敷地を含む。）の建設又

は改良の工事

名古屋港の臨港地区

千㎡

３６，６３２

②
港湾環境整備施設の維持

の工事
名古屋港の臨港地区 ３３，９８０

③
港湾における漂流物の除

去等の工事

名古屋港の臨港地区及び

港湾区域
３７，０００

港湾環境整備施設の建設又は改良の工事に対する敷地面積の合計には、事業場予定面

積２，６５２千㎡を含む。


